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堺市附属機関の設置等に関する条例 

平成２５年３月１９日 

条例第４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１３８条の４第３項、第２０２条の３第１項及び第２０３条の２第

５項並びに地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１４条の規定に基づき、市長、

教育委員会及び上下水道事業管理者（以下「執行機関等」という。）の附属機関の設置、

担任する事務、組織、報酬その他附属機関について必要な事項を定める。 

（設置及び担任事務） 

第２条 執行機関等の附属機関として、別表に掲げる附属機関を置く。 

２ 附属機関の担任する事務は、別表の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、そ

れぞれ同表の担任事務の欄に定めるとおりとする。 

（組織） 

第３条 附属機関の委員（以下「委員」という。）の定数は、別表の附属機関の欄に掲げる

附属機関の区分に応じて、それぞれ同表の委員の定数の欄に定めるとおりとする。 

２ 委員は、学識経験者その他それぞれの附属機関の担任する事務に応じて執行機関等が適

当と認める者のうちから、当該執行機関等が委嘱し、又は任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、別表の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同

表の委員の任期の欄に定めるとおりとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（特別委員及び専門委員） 

第５条 執行機関等は、必要があると認めるときは、附属機関に特別の事項を調査審議させ

るための特別委員を、専門の事項を調査させるための専門委員を置くことができる。 

２ 特別委員及び専門委員は、学識経験者その他執行機関等が適当と認める者のうちから、

当該執行機関等が委嘱し、又は任命する。 

３ 特別委員は当該調査審議が終了したときに、専門委員は当該調査が終了したときに、そ

れぞれ解嘱され、又は解任されたものとする。 

（報酬） 

第６条 次に掲げる附属機関の委員に支給する報酬の額は、堺市特別職の非常勤の職員の報
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酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年条例第３６号）第２条の規定にかかわらず、第

１号から第３号までに掲げる附属機関の委員にあっては日額２２，０００円以内で市長が

定める額と、第４号に掲げる附属機関の委員にあっては日額２２，０００円以内で教育委

員会が市長の承認を得て定める額とする。 

(1) 堺市職員医療審査会 

(2) 堺市公害診療報酬審査委員会 

(3) 堺市予防接種健康被害調査委員会 

(4) 堺市学校職員健康審査会 

（平２８条例５０・全改、令元条例４７・一改） 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当

該附属機関の属する執行機関等が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に設置されている堺市職員医療審査会、堺市老人ホーム入所判

定委員会、堺市公害診療報酬審査委員会、堺市小児慢性特定疾患対策協議会、堺市予防接

種協議会、堺市予防接種健康被害調査委員会、堺市衛生研究所運営協議会、堺市立義務教

育諸学校教科用図書選定委員会、堺市障害児就学指導委員会及び堺市学校結核対策委員会

の委員又は専門委員として委嘱され、又は任命され、現にその職にある者については、こ

の条例の施行の日に第３条第２項の規定により委嘱され、又は任命された委員とみなす。

この場合において、これらの委員の任期は、第４条第１項本文の規定にかかわらず、次の

表の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同表の任期の欄に定める日

までとする。 

附属機関 任期 

堺市職員医療審査会 平成２５年３月３１日 

堺市老人ホーム入所判定委員会 平成２５年３月３１日 

堺市公害診療報酬審査委員会 平成２６年９月３０日 

堺市小児慢性特定疾患対策協議会 平成２５年３月３１日 

堺市予防接種協議会 平成２５年３月３１日 
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堺市予防接種健康被害調査委員会 平成２５年１０月３１日 

堺市衛生研究所運営協議会 平成２６年３月３１日 

堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 平成２５年３月３１日 

堺市障害児就学指導委員会 平成２５年６月３０日 

堺市学校結核対策委員会 平成２６年３月３１日 

附 則（平成２５年６月２４日条例第３２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の

日から施行する。 

附 則（平成２５年９月１３日条例第３６号） 

この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年６月２５日条例第２９号） 

この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月１９日条例第５８号） 

この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１７日条例第１０号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１７日条例第１１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年９月３０日条例第５６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市附属機関の設置等に関する条例

（以下「旧条例」という。）の規定により堺市障害児就学指導委員会の委員として委嘱さ

れ、又は任命されている者については、この条例の施行の日にこの条例による改正後の堺

市附属機関の設置等に関する条例の規定により堺市就学支援委員会の委員として委嘱さ

れ、又は任命された委員とみなす。この場合において、その任期は、旧条例の規定により

委嘱され、又は任命された堺市障害児就学指導委員会における委員の任期の残任期間とす

る。 
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附 則（平成２８年６月２４日条例第２８号） 

この条例は、平成２８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月２１日条例第５０号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の第２項の表の改正規定は、平成２９

年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３０日条例第２５号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年６月２６日条例第３５号） 

この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則（平成２９年９月８日条例第３９号） 

この条例は、平成２９年１０月１日から施行する。ただし、別表の第１項の表堺市大浜北

町市有地活用事業者選定委員会の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月２２日条例第５５号） 

この条例は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日条例第１０号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年６月２９日条例第３５号） 

この条例は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則（平成３０年９月２８日条例第４４号） 

この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１９日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年１０月８日条例第３９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の第１項の表堺市公募提案型協働推

進事業選定委員会の項を削る改正規定は、令和元年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項ただし書に規定する日の前日において、現に堺市公募提案型協働推進事業選定委員

会の委員である者の任期は、この条例による改正前の別表の規定にかかわらず、同日まで

とする。 

附 則（令和元年１０月８日条例第４７号）抄 
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この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２５日条例第５７号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日において、現にさかいNPO協働大賞選考委員会の委員である

者の任期は、この条例による改正前の別表の規定にかかわらず、同日までとする。 

附 則（令和３年９月３０日条例第３６号） 

この条例は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２９日条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に堺市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会の委員で

ある者の任期は、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日

までとする。 

附 則（／令和４年６月２４日条例第２２号／令和４年１２月２１日条例第２７号

／） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第２条、第３条、第４条関係） 

（平２５条例３２・平２５条例３６・平２６条例２９・平２６条例５８・平２７条

例１０・平２７条例１１・平２７条例５６・平２８条例２８・平２８条例５０・平

２９条例２５・平２９条例３５・平２９条例３９・平２９条例５５・平３０条例１

０・平３０条例３５・平３０条例４４・平３１条例６・令元条例３９・令元条例４

７・令元条例５７・令２条例７・令３条例３６・令４条例１０・令４条例２２・令

４条例２７・一改） 

１ 市長の附属機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期 
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堺市PFI事業検討

委員会 

民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律（平成

１１年法律第１１７号）第２条第２

項に規定する特定事業に係る契約の

締結に当たり、同法第５条第１項に

規定する実施方針の策定、同法第７

条に規定する特定事業及び同法第８

条第１項の規定による民間事業者の

選定についての審議及び審査に関す

る事務 

事業ごとに１０人

以内 

委嘱され、又は任

命された日から民

間事業者が選定さ

れる日まで 

堺市泉北ニューデ

ザイン推進室指定

管理者候補者選定

委員会 

泉北ニューデザイン推進室が所管す

る公の施設の管理を行わせる指定管

理者の候補者の選定についての審議

及び審査に関する事務 

５人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市栂・美木多駅

前再編整備に係る

公共施設用地活用

事業者選定委員会 

栂・美木多駅前再編整備における公

共施設用地の活用に係る事業者の選

定についての審議及び審査に関する

事務 

５人以内 委嘱され、又は任

命された日から事

業者が選定される

日まで 

堺市職員医療審査

会 

任命権者の諮問に応じ、職員（臨時

的に任用された職員を除く。）の傷

病による休養等についての審査に関

する事務 

１０人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市入札監視等委

員会 

本市が発注する建設工事及び建設工

事に関連する委託業務の入札及び契

約の過程並びに契約の内容について

の調査審議並びに政府調達に関する

協定の適用を受ける本市の調達手続

に関する供給者の苦情の処理に関す

る事務 

５人以内 ２年 

堺市プロポーザル

方式等による設計

本市が発注する建設工事に関連する

設計の委託業務（同時に建設工事を

業務ごとに１０人

以内 

委嘱され、又は任

命された日から受
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業務等受託者選定

委員会 

請け負わせる場合については、建設

工事の請負及び当該建設工事に関連

する設計の委託業務とする。）に係

る随意契約の締結に当たり、当該業

務ごとに行う公募型プロポーザル方

式又は公募型設計競技方式による受

託者の選定についての審議及び審査

に関する事務 

託者が選定される

日まで 

堺市プロポーザル

方式による委託業

務事業者選定委員

会 

本市が発注する委託業務（建設工事

に関連する委託業務を除く。）に係

る随意契約の締結に当たり、当該業

務ごとに行う公募型プロポーザル方

式又は指名型プロポーザル方式によ

る事業者の選定についての審議及び

審査に関する事務 

業務ごとに１０人

以内 

委嘱され、又は任

命された日から事

業者が選定される

日まで 

堺市市民人権局指

定管理者候補者選

定委員会 

市民人権局が所管する公の施設の管

理を行わせる指定管理者の候補者の

選定についての審議及び審査に関す

る事務 

８人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

自由都市・堺 平

和貢献賞選考委員

会 

自由都市・堺 平和貢献賞の受賞候

補者の推薦人の選定方針についての

審議及び受賞候補者の選考について

の審査に関する事務 

５人以内 ２年 

堺市文化観光局指

定管理者候補者選

定委員会 

文化観光局が所管する公の施設の管

理を行わせる指定管理者の候補者の

選定についての審議及び審査に関す

る事務 

１４人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市百舌鳥古墳群

等史跡保存整備委

員会 

本市の区域内に所在する史跡（文化

財保護法（昭和２５年法律第２１４

号）第１０９条第１項の規定による

指定を受けた史跡をいう。）の保存、

７人以内 ２年 
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管理、整備、活用等についての調査

審議に関する事務 

堺市環境局指定管

理者候補者選定委

員会 

環境局が所管する公の施設の管理を

行わせる指定管理者の候補者の選定

についての審議及び審査に関する事

務 

８人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市プロポーザル

方式によるESCO事

業者選定委員会 

本市が発注するESCO事業（事業者が、

庁舎等の設備等の改修に係る企画、

設計、施工、維持管理等を包括的に

行い、省エネルギーの効果を保証す

る事業をいう。）に係る随意契約の

締結に当たり、当該事業ごとに行う

公募型プロポーザル方式又は指名型

プロポーザル方式による事業者の選

定についての審議及び審査に関する

事務 

事業ごとに１０人

以内 

委嘱され、又は任

命された日から事

業者が選定される

日まで 

堺市健康福祉局指

定管理者候補者選

定委員会 

健康福祉局が所管する公の施設の管

理を行わせる指定管理者の候補者の

選定についての審議及び審査に関す

る事務 

８人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市健康福祉局保

健福祉施設等施設

整備審査会 

健康福祉局が所管する社会福祉施

設、介護老人保健施設等の施設の整

備に係る事業者の選定及び補助金の

交付についての審議及び審査に関す

る事務 

１０人以内 ２年 

堺市老人ホーム入

所判定委員会 

養護老人ホームへの入所措置の要否

の判定についての審査に関する事務 

１０人以内 １年 

堺市地域密着型サ

ービス等事業者選

定等審査会 

介護保険法（平成９年法律第１２３

号）に規定する居宅サービス及び介

護予防サービスの事業者の選定並び

に同法に規定する地域密着型サービ

１０人以内 ２年 
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ス及び地域密着型介護予防サービス

の事業者の選定及び補助金の交付に

ついての審議及び審査に関する事務 

堺市公害診療報酬

審査委員会 

公害健康被害の補償等に関する法律

（昭和４８年法律第１１１号）に規

定する診療報酬についての審査に関

する事務 

８人以内 ２年 

堺市予防接種協議

会 

乳幼児、児童、生徒その他の者に係

る各種予防接種についての調査審議

に関する事務 

２０人以内 １年 

堺市予防接種健康

被害調査委員会 

予防接種による健康被害の発生に際

し、当該事例に係る疾病の状況及び

診療内容の資料収集並びに特殊検査

又は剖検の実施についての医学的な

見地からの調査に関する事務 

８人以内 ２年 

堺市衛生研究所運

営協議会 

堺市衛生研究所の運営その他必要な

事項についての調査審議に関する事

務 

１５人以内 ２年 

堺市感染症発生動

向調査委員会 

感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成１０年

法律第１１４号）に基づく感染症の

発生の状況、動向及び原因に係る情

報の提供及び分析についての調査審

議に関する事務 

１２人以内 ２年 

堺市子ども青少年

局指定管理者候補

者選定委員会 

子ども青少年局が所管する公の施設

の管理を行わせる指定管理者の候補

者の選定についての審議及び審査に

関する事務 

８人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市子ども青少年

局児童福祉施設等

施設整備審査会 

子ども青少年局が所管する児童福祉

施設等の施設の整備及び運営に係る

補助金の交付並びに子育ての支援事

１０人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度
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業に係る事業者の選定についての審

議及び審査に関する事務 

の末日まで 

堺市産業振興局指

定管理者候補者選

定委員会 

産業振興局が所管する公の施設の管

理を行わせる指定管理者の候補者の

選定についての審議及び審査に関す

る事務 

８人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市中小企業者等

支援事業審査会 

中小企業者等の支援に係る補助金の

交付に当たり、当該補助金に係る事

業ごとに行う当該交付についての審

議及び審査に関する事務 

事業ごとに１０人

以内 

委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市建築都市局指

定管理者候補者選

定委員会 

建築都市局が所管する公の施設の管

理を行わせる指定管理者の候補者の

選定についての審議及び審査に関す

る事務 

８人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市景観賞選考委

員会 

堺市景観賞の候補の選考についての

審議及び審査に関する事務 

１０人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市駅前公共施設

用地活用事業者選

定委員会 

堺市駅前公共施設用地活用事業に係

る事業者の選定についての審議及び

審査に関する事務 

５人以内 委嘱され、又は任

命された日から事

業者が選定される

日まで 

堺市建設局指定管

理者候補者選定委

員会 

建設局が所管する公の施設の管理を

行わせる指定管理者の候補者の選定

についての審議及び審査に関する事

務 

８人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市公共事業評価

監視委員会 

本市が再評価及び事後評価を実施す

る公共事業に係る対応方針について

の審議に関する事務 

８人以内 ２年 

堺市大和川自転車

賑わい拠点整備事

大和川自転車賑わい拠点整備事業に

係る事業者の選定についての審議及

５人以内 委嘱され、又は任

命された日から事
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業者選定委員会 び審査に関する事務 業者が選定される

日まで 

堺市水賀池公園活

用等事業者等選定

委員会 

水賀池公園において公募対象公園施

設（都市公園法（昭和３１年法律第

７９号）第５条の２第１項に規定す

るものをいう。）の設置等を行わせ

る事業者及び公園施設等の管理を行

わせる指定管理者の候補者並びに水

賀池公園の市有地活用事業に係る事

業者の選定に関する事項についての

審議及び審査に関する事務 

５人以内 委嘱され、又は任

命された日から事

業者等が選定され

る日まで 

堺市美原区役所指

定管理者候補者選

定委員会 

美原区役所が所管する公の施設の管

理を行わせる指定管理者の候補者の

選定についての審議及び審査に関す

る事務 

８人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市プロポーザル

方式による英語教

育に関する人材派

遣業務事業者選定

委員会 

本市が発注する人材派遣業務（英語

教育に関するものに限る。）に係る

随意契約の締結に当たって行う公募

型プロポーザル方式又は指名型プロ

ポーザル方式による事業者の選定に

ついての審議及び審査に関する事務 

８人以内 １年 

２ 教育委員会の附属機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期 

堺市教育委員会指

定管理者候補者選

定委員会 

教育委員会が所管する公の施設の管

理を行わせる指定管理者の候補者の

選定についての審議及び審査に関す

る事務 

８人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市学校職員健康

審査会 

堺市職員及び組織の活性化に関する

条例（平成２４年条例第３０号）第

２６条第５項に規定する教職員（臨

時的に任用された職員を除く。）の

１０人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 
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傷病による休養等についての審査に

関する事務 

堺市指導改善専門

家等会議 

教育公務員特例法（昭和２４年法律

第１号）第２５条第１項又は第４項

の規定による認定等についての調査

審議に関する事務 

５人以内 ２年 

堺市立義務教育諸

学校教科用図書選

定委員会 

堺市立義務教育諸学校（堺市立の小

学校、中学校及び特別支援学校をい

う。）において使用する教科用図書

についての調査及び研究並びにその

選定についての意見具申に関する事

務 

１５人以内 委嘱され、又は任

命された日からそ

の日が属する年度

の末日まで 

堺市就学支援委員

会 

障害のある就学予定者、児童及び生

徒の適正な就学及びその就学後の適

応状況についての調査、研究及び審

議に関する事務 

１５人以内 ２年 

堺市立学校園性暴

力防止対策等推進

委員会 

堺市立学校園に在籍する幼児、児童

及び生徒に対する性暴力の防止のた

めの対策等についての審議に関する

事務 

７人以内 ２年 

堺市学校結核対策

委員会 

堺市立学校の児童生徒の結核健診及

び堺市立学校園における結核対策に

ついての調査審議に関する事務 

１５人以内 ２年 

３ 上下水道事業管理者の附属機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 委員の任期 

堺市上下水道局プ

ロポーザル方式に

よる委託業務事業

者選定委員会 

本市が発注する委託業務（建設工事

に関連する委託業務を除く。）に係

る随意契約の締結に当たり、当該業

務ごとに行う公募型プロポーザル方

式又は指名型プロポーザル方式によ

る事業者の選定についての審議及び

業務ごとに１０人

以内 

委嘱され、又は任

命された日から事

業者が選定される

日まで 
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審査に関する事務 

堺市上下水道局未

利用資産活用事業

者選定委員会 

上下水道局の所管する未利用資産の

活用事業に係る契約の締結に当た

り、当該事業ごとに行う事業を実施

する者の選定についての審議及び審

査に関する事務 

事業ごとに１０人

以内 

委嘱され、又は任

命された日から事

業を実施する者が

選定される日まで 

 


